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令和６年３月市議会定例会追加議案要旨

議案第３１ 号 白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

土砂等の埋立て等について必要な規制を定めるため、この条例を制定するも

のであります。

議案第３２ 号 令和５年度白河市一般会計補正予算（第８号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は２３３，６２１千円減額となり、歳入歳出予算総額は

３３，９９２，５４０千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、市税２６５，８３９千円、地方譲与税２，１３４千円、

自動車取得税交付金８０５千円、地方交付税１５，０５５千円、分担金及び負

担金８，７２２千円、寄附金４１，５１０千円、繰入金１５１，８４６千円を

それぞれ増額補正し、使用料及び手数料２，１８４千円、国庫支出金４４３，

２１３千円、県支出金１０５，０２５千円、財産収入１２，９７１千円、諸収

入１，３３９千円、市債１５４，８００千円をそれぞれ減額補正するものであ

ります。

歳出については、総務費１２５，１００千円、消防費６，９５７千円、教育

費３４２，９９１千円をそれぞれ増額補正し、議会費４１６千円、民生費５９，

０２８千円、衛生費３１７，３５２千円、農林水産業費６６，１４６千円、商

工費２８，５２８千円、土木費２１８，８５５千円、公債費１８，３４４千円

をそれぞれ減額補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

総務職員給与関係費 １０９，５１７千円

財政調整基金積立金 １３５，９８５千円

愛の基金運営関係費 １３７，３３７千円

水道事業会計出資金 ４９，８３９千円

小峰城史跡整備事業 １７，６５１千円

小峰城城郭復元基金管理事業 ２１７，６００千円

(2) 継続費の補正

事業の変更に伴い、継続費を変更するものであります。

(3) 繰越明許費の補正

事業の進捗に伴い、繰越明許費の追加及び金額の変更をするものであります。

(4) 債務負担行為の補正

事業の追加に伴い、債務負担行為の追加をするものであります。
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(5) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。

議案第３３ 号 令和５年度白河市小田川財産区特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は４５３千円減額となり、歳入歳出予算総額は５．９２３

千円となりました。

款別補正の歳入については、財産収入１５千円を増額補正し、繰入金を４６８

千円減額補正するものであります。

歳出については、財産費４５３千円を減額補正するものであります。

議案第３４ 号 令和５年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は２千円増額となり、歳入歳出予算総額は４５９千円とな

りました。

款別補正の歳入については、財産収入２千円を増額補正するものであります。

歳出については、財産費２千円を増額補正するものであります。

議案第３５ 号 令和５年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

歳入歳出補正総額は６４８千円増額となり、歳入歳出予算総額は５，６３２，

０２１千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金４５２千円、繰入金１６，５０８千

円をそれぞれ増額補正し、県支出金１６，３１２千円を減額補正するものであ

ります。

歳出については、諸支出金６４８千円を増額補正するものであります。

議案第３６ 号 令和５年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は１，８６８千円減額となり、歳入歳出予算総額は７０１，

７７０千円となりました。

款別補正の歳入については、繰入金１，８６８千円を減額補正するものであ

ります。

歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金１，８６８千円を減額補正

するものであります。

議案第３７ 号 令和５年度白河市介護保険特別会計補正予算（第４号）

歳入歳出補正総額は１９５，７１９千円減額となり、歳入歳出予算総額は５，

９５１，６５０千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金３２，３６３千円、支払基金交付金

１２０，３３１千円、県支出金２６，２８３千円、繰入金１６，７４２千円を

それぞれ減額補正するものであります。

歳出については、総務費７，０８４千円、保険給付費１７９，８５０千円、

地域支援事業費８，７８５千円をそれぞれ減額補正するものであります。
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議案第３８ 号 令和５年度白河市水道事業会計補正予算（第３号）

(1) 資本的収入の補正

他会計出資金４９，８３９千円、国庫補助金３０，８１６千円をそれぞれ

増額補正、企業債８０，０００千円を減額補正し、その総額として資本的収入

５５８，６７２千円を予定するものであります。

(2) 企業債の補正

企業債の限度額を３９０，０００千円に改めるものであります。

(3) 一時借入金の補正

一時借入金の限度額を３９０，０００千円に改めるものであります。

議案第３９ 号 令和５年度白河市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

(1) 収益的収入の補正

工水営業収益３，７１９千円を増額補正、工水営業外収益４，０４９千円を

減額補正し、その総額として工業用水道事業収益５４，１４９千円を予定する

ものであります。

(2) 収益的支出の補正

工水営業費用３３０千円を減額補正し、その総額として工業用水道事業費用

５４，１４９千円を予定するものであります。

(3) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を７５，４６０千円に改めるものであり

ます。


